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Ⅰ
回
収
可
能
性
適
用
指
針
が
本
適
用
に

税
効
果
会
計・法
人
税
等

会
計
基
準
案
の
ポ
イ
ン
ト

有
限
責
任
監
査
法
人
ト
ー
マ
ツ

 

公
認
会
計
士

石
川　

慶

は
じ
め
に

企
業
会
計
基
準
委
員
会（
以
下
、「
Ａ
Ｓ

Ｂ
Ｊ
」と
い
う
）は
、
平
成
27
年
12
月
28
日

に
企
業
会
計
基
準
適
用
指
針
26
号「
繰
延

税
金
資
産
の
回
収
可
能
性
に
関
す
る
適
用

指
針
」（
以
下
、「
回
収
可
能
性
適
用
指
針
」

と
い
う
）、
平
成
28
年
３
月
14
日
に
企
業

会
計
基
準
適
用
指
針
27
号「
税
効
果
会
計

に
適
用
す
る
税
率
に
関
す
る
適
用
指
針
」

（
以
下
、「
税
率
適
用
指
針
」と
い
う
）、
平

成
28
年
11
月
９
日
に
企
業
会
計
基
準
公
開

草
案
59
号「
法
人
税
、
住
民
税
及
び
事
業

税
等
に
関
す
る
会
計
基
準（
案
）」（
以
下
、

「
法
人
税
等
会
計
基
準
案
」と
い
う
）を
公

表
し
て
い
る
。
ま
た
、
平
成
28
年
11
月
18

日
に
消
費
税
増
税
延
期
に
伴
う
税
制
上
の

措
置
に
関
す
る
法
律
が
成
立
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
す
で
に
平
成
28
年
３
月
期

か
ら
適
用
さ
れ
て
い
る
税
率
適
用
指
針
を

除
き
、
平
成
28
年
４
月
１
日
以
後
開
始
す

る
連
結
会
計
年
度
お
よ
び
事
業
年
度
の
期

首
か
ら
適
用
と
な
る
回
収
可
能
性
適
用
指

針（
平
成
28
年
３
月
31
日
以
後
終
了
す
る

連
結
会
計
年
度
お
よ
び
事
業
年
度
の
年
度

末
か
ら
の
早
期
適
用
も
可
能
）、
消
費
税

増
税
延
期
に
伴
う
税
制
上
の
措
置
の
税
効

果
会
計
へ
の
影
響
、
お
よ
び
法
人
税
等
会

計
基
準
案
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

な
お
、
文
中
意
見
に
わ
た
る
部
分
に
つ

い
て
は
私
見
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め

申
し
添
え
る
。

回
収
可
能
性
適
用
指
針

回
収
可
能
性
適
用
指
針
で
は
、
日
本
公

認
会
計
士
協
会（
以
下
、「
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ｐ
Ａ
」と

い
う
）の
繰
延
税
金
資
産
の
回
収
可
能
性

に
関
連
す
る
実
務
指
針
の
内
容
を
基
本
的

に
引
き
継
い
だ
う
え
で
、
必
要
と
考
え
ら

れ
る
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

は
、
そ
の
う
ち
特
に
留
意
す
べ
き「
企
業

の
分
類
に
応
じ
た
繰
延
税
金
資
産
の
回
収

可
能
性
に
関
す
る
取
扱
い
」を
中
心
に
解

説
す
る
。

企
業
の
分
類
に
応
じ

た
繰
延
税
金
資
産
の

回
収
可
能
性
に
関
す

る
取
扱
い

企
業
の
分
類
に
応
じ
た
繰
延
税
金
資
産

の
回
収
可
能
性
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い

て
は
、
日
本
公
認
会
計
士
協
会
監
査
委
員

会
報
告
66
号「
繰
延
税
金
資
産
の
回
収
可

能
性
の
判
断
に
関
す
る
監
査
上
の
取
扱

い
」（
平
成
11
年
11
月
９
日
）（
以
下
、「
監
査

委
員
会
報
告
66
号
」と
い
う
）に
お
け
る
企

業
の
分
類
に
応
じ
た
取
扱
い
の
枠
組
み
を

基
本
的
に
踏
襲
し
た
う
え
で
、
当
該
取
扱

い
の
一
部
に
つ
い
て
必
要
な
見
直
し
が
行

わ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
監
査
委
員
会
報
告
66
号
に

お
け
る
従
前
の
取
扱
い
と
同
様
に
、
収
益

力
に
基
づ
く
一
時
差
異
等
加
減
算
前
課
税

所
得
等
に
基
づ
い
て
繰
延
税
金
資
産
の
回

収
可
能
性
を
判
断
す
る
際
に
は
、
分
類
１

か
ら
分
類
５
に
係
る
分
類
の
要
件
に
基
づ

き
企
業
を
分
類
し
、当
該
分
類
に
応
じ
て
、

回
収
が
見
込
ま
れ
る
繰
延
税
金
資
産
の
計

上
額
を
決
定
す
る（
回
収
可
能
性
適
用
指

針
15
項
）。

な
お
、
分
類
１
か
ら
分
類
５
に
係
る
分

類
の
要
件
を
い
ず
れ
も
満
た
さ
な
い
企
業

は
、
過
去
の
課
税
所
得
ま
た
は
税
務
上
の

欠
損
金
の
推
移
、
当
期
の
課
税
所
得
ま
た

は
税
務
上
の
欠
損
金
の
見
込
み
、
将
来
の

一
時
差
異
等
加
減
算
前
課
税
所
得
の
見
込

み
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
各
分
類
の
要

件
か
ら
の
乖
離
度
合
い
が
最
も
小
さ
い
と

判
断
さ
れ
る
も
の
に
分
類
す
る（
回
収
可

能
性
適
用
指
針
16
項
）。

⑴　
分
類
１
に
該
当
す
る
企
業

分
類
１
に
該
当
す
る
企
業
の
取
扱
い
に

つ
い
て
は
図
表
１
の
と
お
り
で
あ
り
、
監

査
委
員
会
報
告
66
号
の
内
容
を
踏
襲
し
て

い
る
。
な
お
、
監
査
委
員
会
報
告
66
号
で


